
市長会所属の高浜市の例が挙がっておりますが、面積は私のところと同じぐらいです。高浜市は  

大体13平方キロ、私のところは12．7平方キロですから、大体一緒です。人口から行きますと、私  

のところは約十五万、高浜市さんは約五万、3分の1であるわけです。当然障害者の数は8分の1  

ぐらいです。うちは高浜市の8倍ぐらいです。それから、高齢者も約四倍いるという状態です。   

したがって、地域のセンターで事務をやるにしても、自立支援法の関係は、高浜市さんでは1か  

所直営で一緒におやりになっているとなっていますけれども、私のところでは3か所、直営1か所  

と委託2か所置かなければならない。それはまた包括支援センターとは全く別物にしないと、混乱  

してどうにもならないという問題があるわけです。   

つまりこ 非常に過密化されているところと、そうではない、人口が中で余り移動しないところと  

同じようにものを考えられれば、これは全くそのとおりだということを言えないと思います。やは  

り都会型と、それから人口が安定している中立型、それから山村型、こういういろいろな事例を、  

いいものと悪いものを挙げて資料としてお出しいただかないと混乱が生ずるんではないかと思い  

ます。   

以上です。  

○京極座長 どうぞ。  

○山崎総務課長 御指摘いただいた点で、資料1でございますが、最初の説明を丁寧にすればよか  

ったんですが、ここの表題に、これまでの議論等の整理と書いていますのは、言わば議事録をその  

まま書くというよりも、むしろ今後の議論を進めていく上での論点といいましょうか、こういう考  

え方、こういう御意見があるということを少し網羅的に書き、委員の皆様方に参考に供したいとい  

う面で整理してございます。   

したがいまして、確かに事務局の方から説明しましたものにつきましても、事実において間違い  

ない限りおいては、こういう格好で出させていただいております。勿論、全体において、最終的に  

どういう格好で論点を絞っていくか、もしくは方向性をどうするかについては勿論この会議におい  

て御議論いただくわけでございますが、それまでの間は議事録のみというわけにもまいりませんの  

で、こういう形で議論の整理としての参考資料を用意させていただいたということです。   

当然これに関しまして、修正、追加はこれからの御意見をお伺いしながら、毎回そういう形で説  

明させていただきたいと考えている次第でございます。  

○京極座長 喜多委員どうぞ。  

○喜多委員 私が言っているのは、事務方が説明されるのはいいんです。要するに事務方が説明さ  

れたことが全部ここに論点に挙がってくるということになれば、これからどんな′トさいことでも反  

対せざる得ないことはいちいち言っておかないとまずいわけでしょう。これは委員の論点整理なの  

か、それとも事務局も含めて、説明された資料の論点も含めて整理をされているのかどうか、その  

辺を整理しないと、うまくいかないのではないかと申し上げているわけです。   

以上です。  

○山崎総務課長 議事録そのものは、別途用意してございますので、むしろこの資料は、事務局も  

ずっといろんな資料を説明させていただいておりますので、言わばこれまで議論があった、もしく  
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は説明のあったポイントを絞った形で整理させていただいてございます。   

したがいまして、次回以降でございますが、事前にどうも整理がおかしいという点は、その時点  

において御指摘いただければ、修正等は当然考えてまいりたいと思います。  

○京極座長 これは、今までの議論等の整理なので、当然事務局から出た報告の内容も入っている  

と、ここでの委員の議論だけではないということで、論点にそういうのが入ってくるのはやむを得  

ないんではないかと思います。ただ、それに対して反論すれば、反対の論点もここに付け加わると  

いうことで御理解いただいたらどうかと思います。  

○紀陸委員 資料1が、これからの論議の論点整理にもなるということであれば、私ども介護と障  

害者の施策にそれぞれ付け加えておいていただいた方がいい点というのがあるんです。   

今の御質問のように、この論点整理がどういう性格のものなのか、それによっても話が違ってく  

るんだと思います。前々から私どもが申し上げている点ですけれども、介護保険というのは、高齢  

化に伴う介護ニーズ、これをきちんと措置するために、これをみんなで保険を出し合ってやりまし  

ょうという趣旨ですね。それが要するに基本的な自立・自助にも合っていって、それが広く国民の  

納得を得られているがために、今日まで来ている。   

1ペ⊥ジ目の一番下の方から2ページ目にかけて、いろいろ保険料の理屈が書いてあるので、今  

言ったような趣旨をきちんと入れておいていただけませんかね。それが基本的な論点になってくる  

んだと思います。   

もう一点は、障害者の施策のところですけれども、ユニバーサルな仕組みということであれば、  

税方式で運用するのが基本的にかなっていると思いますし、特に財政改革をこれからきちんとやら  

なければいけないという環境の中に置かれているわけでございまして、これを一般財源の中に入れ  

て、それをどうやってきちんと管理していくのか。これは避けられない視点だと思うんです。   

そういう点もこの論点の中に入れてい ただいて、特に運用の効率化をどうやって進めるか、そう  

いう視点からこの問題は論じる必要があるかと思いますので、そういう視点も入れておいていただ  

けませんでしょうか。  

○山崎総務課長 御指摘の点は踏まえまして、またこれについては追加させていただきたいと思い  

ます。  

○京極座長 ちょっとお時間の関係もございますので、資料1、資料2については大分議論をいた  

だきましたが、資料3について何か補足があれば伺って、資料4の方に入っていきたいと思います。  

○堀委員 資料1ですけれども、4点コメント、感想あるいは意見を述べたいと思います。 1つ  

は、1ページのところの普遍化ということなんですが、これは端的に言えば、国民皆介護保険とい  

うことではないかと思います。これは国民皆年金保険、国民皆医療保険という形で達成するものだ  

と理解できるんではないかと思います。   

2点目ですけれども、2ページの「2  障害者施策の視点」のところで、2点挙がっているんで  

すが、障害者施策について、社会保険方式でやるということによって、財源の確保、障害者福祉サ  

ービスに関する財源確保ができるのではないか。   

また、従来議論があったように、社会保険方式というのは、国民の合意を得て負担を求めていく  
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ことがしやすい仕組みである。   

もう一つの面から見ると、国債残高が540兆円もある。そういう中で、障害者福祉サービスを公  

費で行うというのは無理があるという論点が必要ではないかと思います。   

3点目ですけれども、3ページの「対象年齢」のところですが、20歳あるいは25歳かどうかと  

いうのが問題になっているんですが、次の「障害児」の問題と併せて、仮に25歳以上とするとい  

うことになれば、被扶養者給付としての障害児に対するサービスはできなくなる。20歳から24歳  

で障害児を持った子は対象にならないということで、すべての若い世代を対象にしなければ、障害  

児に対する介護保険下のサービスができない。そういうことを指摘したいと思います。   

4点目ですけれども、同じ3ページの一番下のところで、保険料について半額にするというよう  

な意見が出ているんですが、半額にするという資料も出たんですが、それをどうやって説明するか、  

なぜ半額なのかということが必要ではないかと思います。ここでは同世代を支援する。確かに半額  

にすれば、若い世代の障害者を賄える財源が取れるという話だったんですけれども、ただ、保険と  

いうのは、同一世代だけではなくて、世代間の扶養という形も必ず含んでいますし、これはリスク  

に応じた保険料という考えに立つと思うんですが、若い世代はリスクが低い、だから低い保険料だ  

ということになると思うんです。それは、社会保険の中ではなかなか取りにくいんではないかと思  

います。   

例えば医療保険について、医療のニードが高まる高齢者は高い保険料、ニードが低い若い人は低  

い保険料ということになりますので、理論的には半額にするということになります。ただ、政治的  

にこれから減額するということはあり得ても、理論的には全額負担というのが原則ではないかと思  

います。  

○京極座長 いろいろ意見いただきましてありがとうございます。   

それでは、最後ということでお願いします。  

○関委員 堀委員の御意見と重なる部分があると思うんですけれども、資料1についてなんですが  

「Ⅰ基本的な視点」のところで、普遍化するのであれば、その理念についての説明をこれから検  

討していかなければならないのかなと思っています。   

国民皆介護保険として特に障害者については税から保険に変えるんだとしましたら、なぜ変える  

かという点を特に理念的に説明して、どの世代のだれが何を保障するのかといったことについての  

視点をもう少しわかりやすく書いていく必要があるのかなと思いました。 それとも関係するんで  

すが、これは喜多委員の御指摘にもありましたが、資料全体として、やはり障害者自立支援法と高  

齢者の介護保険制度の共通性が高まっているという資料が多いんですけれども、例えば今回出して  

いただいた資料3とかもそうなんですが、どういう点で違うのかとか、メリット、デメリットを総  

合的に検討した上で、普遍化はどのようなメリット、デメリットがあるのかということを考えてい  

ったらいいのではないかと思いました。   

そういうことで、繰り返しになりますが、高齢者と障害者でどこまでが共通していて、どこが異  

なるのかという点を少し考えていくべきだと思いました。  

○京極座長 それでは、どうもありがとうございました。  
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大島委員どうぞ。  

○大島委員 私も今の関委員のお諸に関連するような話になりますけれども、非常に各論の話がい  

ろいろと出てくるので、各論が出てくるということは、総論は大体了解なのかなと思っていると、  

何だか総論が全然一致していないような感じがするんです。総論が一致していなければ、幾ら各論  

をやっても話があっちいったりこっちいったりして迷走するだけの話になりますので、少なくとも  

どんな制度設計にするのかという、今、関委員が言った理念の部分で、完壁にとはいかなくても、  

この部分とこの部分については了解していますという確認だけはとって話を前に進めた方がいい  

んではないかという感じがします。  

○京極座長 これは、最終的にはそうなるんですけれども、それまでいろいろ議論を積み重ねてい  

って、報告書などをまとめるときには、一回一回の会議で確認をとっていますと、実際に意見が違  

いますから、なかなかその時点で確認しましたと言えるかどうかといこともありますし、最終的に  

はそういう形をとらざるを得ないと思うんですけれども、毎回の議論においては少し自由に議論を  

したらどうかという感じがいたしております。  

○貝塚委員 作女あスタイルですが、要するに全部すべきと、かなりはっきりした意見が出まして、  

当然反対論はあり得るし、ですからニュアンスの相違は当然あるわけで、すべき＿かどうかと書けば  

異論があるということでもあるし、ですからその辺の書き分けをすれば、おおよそどの程度問題が  

あるかということも反映されたようなスタイルにした方が、これだと全部すべきと書いてあるので、  

その辺を考慮して、先ほど来の御議論で少し文章上の表現を考えていただいた方がいいのではない  

かという気がします。  

○京極座長 山崎課長どうぞ。  

○山崎総務課長 これは、あくまでも議論の整理になりますので、何か決まったような言い方は勿  

論避けるような形で整理したいと思います。議事録等も踏まえて、こういう表現にしましたけれど  

も、例えば行くべきかどうかとか、そういう御指摘があったという形の書き方とか、その辺十分配  

慮したいと思います。  

○京極座長 それでは、切りがなくなりますので、時間の関係で次に進めてもよろしいでしょうか。   

有識者の調査について御説明いただきたいと思います。  

○山崎総務課長 お手元の資料4という1故紙でございます。これは今後の土とでございますが、  
／  

今から有識者会議の方で更に議論をいただくことになっておりますけれども、そのときに、当然い  

ろんな御議論がございますが、その議論の参考資料として、こういう形で調査を行ったらどうかと  

いうことの提案でございます。   

rl・調査の目的」で申し上げますと、介護保険制度の被保険者及び受給者の範囲の在り方に関  

して、各界の意見等を調査し、有識者会議の議論を深めるための素材とするというものでございま  

す。   

いろんな世論調査もございますが、一方で、この内容というのは、かなり専門的なものでござい  

ますので、論点も含め、専門家、有識者の方々からの御意見を幅広く聴取できないかということで、  

こういう形を考えてみたものでございます。  
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「2．調査対象」でございますが、約二千名ぐらいの方、学識者でありますとか、当然市町村等  

の介護保険者、報道関係の方、企業、労働界、障害者、医療、行政機関、大変多岐にわたるわけで  

ございますが、そういう方々を対象にしたらいかがかというものでございます。   

「3．調査方法・調査項目」でございますが、調査方法としては郵送を考えてございます。   

調査項目でございますが、これは学識経験者の委員の先生方の御意見をお伺いしながら詰めてい  

こうと思っていますが、なるべくニュートラルな形で情報提供をしながら、こういう形で介護保険  

制度の普遍化についてとか、今ありました障害者の介護リスクをどう考えるかということ、更には  

サービスの面ではどうかといったようなものについての御意見をお伺いするとともに、主な論点と  

いいましょうか、対象年齢等についてどう考えるかといったような論点に関する御意見をお何いし  

たらどうかというものでございます。   

今のスケジュールから申し上げますと、少し調査設計に時間がかかりますので、夏に作業しまし  

て、本年の秋ごろに実施しまして、有識者会議の方には、大体年明けをめどにこの結果の方を御報  

告する。それもーつの参考資料としていただきながら、年明け以降でございますけれども、先ほど  

の面で行きますと、論点もかなり煮詰まってまいるころでございますので、そういった面の議論の  

中の一つの参考資料として活用していただければと考えている次第でございます。  

○京極座長 まだ資料1、2、3について質問が残っていましたら、ついでに有識者調査のコメン  

トで付け加えていただけたらと思います。   

松下委員どうぞ。  

○松下委員 資料4でなくてもいいですか。  

○京極座長 はい。  

○松下委員 先ほどの議論は、資料1の論点のことが割と中心なので、確かに大事な話なんですが、  

資料3の話に移らせていただきますけれども、これは年齢や障害種別に関わらないサービス提供と  

共生型サービスとは全く次元の違う詣ですね。関わらないサービス提供であっても個別にサービス  

を提供することはあるわけだから、イコール共生型ではないですね。   

ただ、こういうふうにモデルとして出されると、何となく一緒になってやることがいかにもサー  

ビス提供のように誤解を与えるので、失敗例も含めてで結構ですが、さまざまなタイプのサービス  

があるんだということを幾つかモデルを出された方が議論の糧にはなるんではないかと思って、そ  

の辺が気になりました。  

○山崎総務課長 確かに、ここは舌足らずでございました。端的に申し上げますと、共生型サービ  

スというのはそのサービスの現場において実際に高齢者と障害者の方が一緒にサービスを受けて  

いるという形態にすぎません。   

それに対して、そもそも年齢、障害種別にかかわらず、サービスをどう提供していくかというの  

は、別に制度論としてあるわけでございまして、先ほど喜多委員の御指摘にもございましたが、当  

然その場合において、どういう問題点があるかも含めて議論すべき課題だと思っています。あくま  

でも、これは実態の中で一部分を御紹介したということでとらえていただければと思います。  

○京極座長 その点、有識者の調査については、さっき喜多委員がおっしやったように、やり方は  

18   



各自治体の主体性があるのでさまざまだけれども、制度そのものの連携をどうしたらいいかという  

ことを分けて、具体的な姿と制度を連携したものがいいかどうか、その辺は注意して有識者の方々  

から御意見を伺うことが大事ではないかと思います。   

有識者調査は結構重要な調査で、アンケートの数字は、何が母集団で何名ぐらいでやったら一番  

正確になるのかとか、よくわからないところが多々あります。しかし、こういう調査をやるという  

のは初めてのことなので、是非この場でこういうふうにしろという御意見がございましたらいただ  

きたいと思います。   

どうぞ、喜多委員。  

○喜多委員 調査をやることについて別に文句を言おうとは思いません。しかし、ここに主な調査  

項目が3つ挙がっておりますけれども、この3つすら、設問の仕方によって答えが全然変わってく  

ると思うんです。今の状態では、みんなが納得できる質問書ができるかどうかという状態ではない  

と思います。   

その中で、たった2，000人、しかもそれは学識者や介護保険者が入っていますから、市町村の長  

は入っているんでしょうけれども、逆に被保険者の方々は有識者とは違うから、庶民の意見は聞か  

ないということなんですかね。まず、これを1点質問したいと思います。 したがって、客体とし  

て2，000人は非常に少ないのではないかと思います。要するに非常に外国制度とかいろんなことを  

よく勉強されている人が、この制度だけを考えればいいのであって、それ以外の人は考える必要が  

ないと思っておられるんだったら、これでいいと思います。   

しかし、先ほど私は少し保険料のことも申し上げましたけれども、介護保険というのは、そもそ  

も高齢者のためにするんだといって国民にPRをしてやったはずなんです。いつの間にかそれが一  

昨年ぐらいから障害者を中に入れろという格好になってきて、今、議論を伺って、若年障害者の介  

護リスクを社会保険で支えることについては、もう意見がまとまったのか、まとまっていないです  

ね。みんな考え方が違うわけです。こんな状態で、今、はい、そうですかというごとにはいかない  

と思います。   

以上です。  

○京極座長 前半と後半と喜多委員の意見がございましたけれども、前半の問題は、障害者団体だ  

け入っているので高齢者団体も入れた方がいいような気がします。  

○山崎総務課長 それは、勿論そういたします。一般世論については、まさに世論調査の世界にな  

りますので、これとは別のものではないかと思います。介護保険の場合においてもさまざまな世論  

調査がございましたし、新聞社が行った世論調査もございました。今回の調査というのは、そうい  

うものというよりは、むしろ制度を紹介した上で絞った面の調査と加えていただければと思います。  

勿論、これだけでなく、世論調査等さまざまなものも当然情報提供させていただきたいと思ってお  

ります。 加えて、論点についての書き方でございますが、私どもとしては、勿論一定方向という  

ことでなくて、あくまでも論点として示したいと思います。   

書き方としては、前回の介護保険部会等において、いろんな意見があり、そういう両論があると  

いう点をちゃんと御紹介した上で、つまり裸のまま設問するというよりは、どういう議論があった  
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とか、もしくは明らかになっているかということを情報としてちゃんと示した上での調査という形  

のものを考えていきたいと思います。  

○京極座長 どうもありがとうございました。ほかにどうでしょうか。   

紀陸委員どうぞ。  

○紀陸委員 調査の内容というのは、事前にお示しいただいて、意見を言わせていただく場という  

のはあるんですか。  

○山崎総務課長 調査自体の位置づけになるんですが、一応、この会議の調査というよりは、むし  

ろ私どもの行政の調査という形で行うことを考えさせていただいております。   

ただ、内容については、私どもなりに少し御意見をお伺いしながら詰めていきたいと思っていま  

す。   

特に調査関係でそういったことを御経験なさっています学識者の委員の方もいらっしやいます  

し、かついろんな御意見があると思いますので、そこはできる限り御相談しながら内容を詰めてい  

きたいと思っている次第でございます。   

その調査を行って、調査の方法が間違っているというとおかしいですけれども、問題があるとい  

うことで、結局それが使われませんと困りますので、その点はいろいろ御相談しながら進めていき  

たいと思います。  

○紀陸委員 対象のところですけれども、結局税とか財政とかという問題にも関わってくると思い  

ますので、介護とか、障害者という専門の方だけではなくて、今申し上げたように、もう少し幅広  

の専門家の方々に対象を広げていただきたいという点が1つ。   

それから、調査項目なんですけれども、さっき御意見が出ましたように、負担者の側です。やは  

り企業とか個人の負担が増えるかどうかという問題が絡まってきますので、社会保障全体の公的負  

担がどうなるかという視点も必要だと思いますので、そういう点も調査項目の論点の中に入れてい  

ただきたいと思います。  

○京極座長 有識者調査は、この会議のボランチではなく行政調査ですので、ただせっかくの調査  

ですので、会議に集まっていただいた方々の御意見も参考にしながらやっていくということで、今、  

紀陸委員からも貴重な御意見をいただきましたけれども、そういう形でやりたいと思います。   

ただ、ワーディングのところまで細かくなってしまうと、調査ができなくなってしまうので、柱  

立てぐらいは事前にわかったらお教えいただければ結構かと思います。   

ほかにどうでしょうか。   

特に主な論点のところが皆さんの関心があるので、この論点は、さっき資料1で御議論いただい  

たように、議事録の論点が自動的に調査項目であるというのは必ずしもいいかどうかということが  

ありますので、もう少し増やしてやった方がいいかもしれません。   

それから、イエス、ノーの数字だけではなくて、やはり記述式ではないけれども、せっかく有識  

者なので、ある程度コメントをいただくことも大変参考になるのではないかと思います。   

山本委員、何かありましたらどうぞ。  

○山本委員 座って黙っていると、何しに来たかわからなくなりますから、私にとってみると、さ  
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っき喜多さんが言ったように、もう3年ぐらいになりますかね、今までの話は前に大議論をしたん  

です。資料1というのは、議論をしてぎやあぎやあ言った挙げ句の果てに、ああいうのがずっと並  

んでいるわけです。ですから、私に言わせるならば、あれだけ議論をしたんですから、資料1のと  

ころはもう少し整理をして出せばよかったんですね。裸のまま出しているものですから、受け取る  

方が、何だこんなことはということになると思います。そこら辺りは整理の仕方の問題です。   

大体厚労省というのは、言ったことを全部書くような癖がありますね。だから書くのはいいのか  

もしれませんけれども、そこら辺りはもう少し取捨選択をして出された方がいいのではないかと思  

います。   

それから、この調査なんですけれども、恐らく調査をするのには目的があると思います。ですか  

ら、このことも議論しました。反対もおりましたし、賛成もおりました。中立の人もおりました。  

ですから、全然前へ進まないものですから、現在のような状況下になりましたから、皆さんの意見  

を聞いた上で、皆さんがどういう考えを持っているか、どういう意見を持っているかということに  

ついて、お聞きした上で、改めてどうでしょうと提案されるのではないかと私は思うんです。   

ですから、調査をやるんですから、これで右だ左だということにはならないわけですから、私は  

調査をやってもいいと思います。ただ、調査をやってすぐこの会議にかけて、皆さんに議論をして  

いただくということにしないと、さっき言ったように、かなり年数が経って出しますと、ああでも  

ないこうでもない議論が沸騰するんです。だから、新しいときに議論をしていくというやり方の方  

がいいような気がいたします。   

同時に、さっき喜多さんは、あのようにおっしやいましたけれども、障害者の人をどうするんだ  

という議論が随分ありました。私はむしろ被保険者の年齢は20歳までという厚労省側の意見を25  

歳にしろと言いました。なぜ、25歳と言ったかといいますと、24歳は大学を卒業していない者も  

いる、社会人になっていない人たちがいるから、25歳ならみんななるだろうから、25歳以上にし  

たらどうだということです。   

同時に保険料も40歳以下、25歳までの人だと、40歳以上の人の保険料は段階を付けた方がいい  

と思います。   

また、同時に給付を受ける給付対象者は、私は言うならば、おぎゃあと生まれた赤ん坊から皆さ  

んを対象にしてやるべきである。その場合、医療と混同しないように処理をすることが一番大事で  

あるということを申し上げました。   

ですから、そういう意見に対して賛成の人もおりました。あるいは真っ向から反対をしている人  

もおりました。いろいろ議論が沸騰しましたけれども、結局は被保険者の年齢切り下げについては  

考えるべきであるということが大勢だったと思います。   

また同時に、その場合障害者をどうするのかということでございましたが、そのときは障害者の  

人たちを介護で救済していこ うじやないかと。たまたまあの当時、一体障害者をどうしたらいいの  

かというのが大議論でした。厚労省としては大きな課題であったと思いますが、それを解決するた  

めに介護の方に出てきたわけです。それで障害者の給付をどういうふうにやっていけばいいかとい  

う議論したことは確かにございますが、それは、さっき言ったように賛否両論でそのまま行ってし  
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まったというのが当時の状況です。   

ですから、障害者のことも含めて、新たな介護保険制度は、今の現状のままでいいのかどうかと  

いうことを考えた上で、こういう方向で行きたいというのが恐らく厚労省側の考えだろうと思われ  

ます。だから、こういう調査や何かをやると言ったんではないかと思いますけれども、もし、そう  

いう時期が来たとするならば、率直に出して皆さんに議論をしていただく方がいいと思います。   

だから、ちびちび出すからいけないんです。後でまた何か出るんではないかと思いますので、一  

遍にちやんと出した方がいいと思いますよ。さっきのあの方の御意見のように、総論の議論もしな  

いで何で各論の議論をするんですかというのは、いい意見だと思います。 ですから、こうするん  

だから、こういう議論をしてほしいというふうにしていった方が、かえって効率的であると思いま  

すし、また有効な会議になっていく’ 

ょうかね、そういうふうに思いますので、まず、調査をやるというならば、いろんなことを申し上  

げましたけれども、調査はやるべきだと思います。何の障害にもなりませんからやっていいと思い  

ます。ただ、範囲がこれでいいかどうかということについては、意見もあると思いますので、皆さ  

んの意見を十分聞いた上で調査を行うというやり方をし、．かつ小出しをしない。一遍に出せという  

ことです。ちびちび出さないで一遍に出して皆さんで議論をしていただくようにしていただければ、  

大変有効ではないかと思いますので、私の意見として申し上げておきます。  

○京極座長 どうもありがとうございます。今出た意見も論点に追加していただきます。 調査の  

目的で、今、御意見がありましたけれども、被保険者と受給者の範囲というのは行政的な言い方な  

ので、やはり介護保険の目的とか理念とか、そしてそれに対して具体的な各論としての被保険者・  

受給者の範囲の在り方というふうに聞いた方がいいんではないでしょうか。有識者の方々にも理念  

とか目的についてどうなのかという辺りをまず確認して中身に入っていく方が調整設計上いいよ  

うな感じもいたしますので、工夫していただければと思っています。   

特に、学識経験者の方には、せっかくこの会議に参加されているので、事務方からも是非御指導  

を受けることもいいと思いますので、よろしくお願いします。   

ほかにどうでしょうか。   

今日は、両局長が参加されていますので、もし何かありましたら、中村局長、磯部局長の方から  

お願いします。特にないですか。   

珍しいことなんですけれども、ちょっと進行を急ぎ過ぎた嫌いがありまして予定した時間よりも  

早く終わりそうです。何しろ暑いものですから、ちょっとクーラーが効いているのか、効いていな  

いのかわからない部屋ですね。   

あとは、せっかくの時間ですから、ざっくばらんに自由懇談でお願いします。   

では、どうぞ。  

○大島委員 私が委員に指名されて出席させていただいたときに、自分で考えたことは、これは大  

変な問題だと思いました。これは、今、国でものすごく大変な問題で、えらいことを決めなければ  

いけない委員会に指名されたなという認識を自分で持ったんです。   

先ほど総論、コンセプトというような話をしたんですが、ここにも書いてありますけれども、少  
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なくとも年齢だとか障害の種別にかかわらず、必要で適切な介護サービスを受けることができると  

いう制度をきちんと持続的にできるような形のものをつくろうという認識というのか、理解という  

のは、多分出席されている方は当然その前提に立ってきているだろうと、私は思うんです。   

いろんな御議論を聞いていると、それぞれのお立場がありますので、利害が錯綜するというのは  

しようがないと思うんです。しようがない中で、どう調整していくのかというのは非常に大きな問  

題だと思うんですが、少なくとも年齢、障害の種別にかかわらず、とにかく必要で適切な介護サー  

ビスを受けることができる制度を確立しようという点では一致ができる。それも一致ができないと  

いうのであれば、この委員会そのものが成り立っのかどうか私にはよくわからないです。   

それは、とにかく国民全体で支えようと、これも多分一致できるんではないかという感じがする  

んです。それも一致できないというんだったら、この委員会そのものが意味があるのかどうか、私  

にはよくわからないです。   

それで、制度はできるだけシンプルで効率的なものにしていこうと、この辺になるといろんな議  

論が出てくると思います。   

それから、最終的に個別の利害というのは、我慢できるところは我慢しようと、自分たちがぶっ  

倒れるかどうかという話になれば、これは話は別ですけれども、自分たちが倒れない限りのところ  

においては、我慢するところはお互いに我慢して、よりよい制度設計をしようということで一致し  

なければいけないんじやないかと私は思って出たんですが、なかなかそういう形の方に議論が行か  

ないので、若干心配しているというか、私の認識というか、理解というのは出席された委員の方全  

体の共通理角牢としていいのかどうか。これは全然違うということであれば、御意見を伺いたいと思  

います。  

○京極座長 どうでしょうか、もし御意見がございましたらどうぞ。  

○貝塚委員 専門家的な意見ですけれども、要するに日本の社会保障制度の成り立ちから、元来社  

会保険の制度が中心でやっている医療、年金、それから雇用保険もありますけれども、その全体が  

あって、そこに今度は介護保険が 入ってきて、保険制度に税金の負担もある程度入ってきてしまっ  

たというのが、純粋に言えば、不透明な部分なんです。元来、保険というのは、基本的には保険料  

で全部賄うわけで、国庫負担というのはないというのが普通の典型的なケースです。   

でも日本は国庫負担を入れてきてしま 

するという話になってきてしまったもので、日本の社会保障制度の成り立ちから今までプレースし  

てきて、さて、これからどうするかという話のときに、新しい障害者とか、身体障害者、場合によ  

っては精神障害者も含めてどうするか、そこのところの基本的なスタンスをはっきりさせておきた   

いと思います。   

ですから、今までのように税金でほとんどやるんですかということです。税金であるということ  

は、まさにサービスを税負担でやるということで、それと保険というものは、元来は違ったもので   

す。その辺りの仕分けをそれなりにきっちりして、それでこれからはこうしますという話が、これ  

もやや学者的な意見ですけれども、今までのやり方の中で、社会保険制度をどこまで活用するか、  

活用しないというのは税金でやるということなんですけれども、そこのところをある程度はっきり  
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させるというか、そこについてどう考えるかということをきっちりさせておいて、それで意見が分  

かれれば、まさに今おっしやったように、基本的な意見の相違があるんですが、最初はそういう形  

で全体の今までの流れの中で、これはどういうことなのかということをはっきりさせて、さてどう  

するかというのは、また議論がいろいろあり得るんですけれども、何かそういう感じを持っていま  

して、その辺のところを整理して議論した方がいいと思います。   

これは別に報告書に書く必要はありませんが、最／J、限、序論ぐらいのところでそういう話をある  

程度しておいた方がいいんではないかと、これは学者的な意見ですけれども、．そういうふうに考え  

ております。  

○京極座長 ありがとうございます。   

堀委員どうぞ。  

○堀委員 先ほど、大島委員から理念についておっし与られたんですが、私はそのとおりだと思う  

んです。受給者の範囲とか、被保険者の範囲を考える場合には、今、言ったことはまさにそのとお  

りなんですが、貝塚委員がおっしやったように、財源という問題ももうーつあると思うんです。社  

会保険方式、それから今までの社会保障方式、これは税方式ですが、そういうことが論点になって  

いるので、これは社会保険と社会保障方式、税方式との違いということも問題になるので、そうい  

った場合には、私は皆社会保険方式論看で、基礎年金の税方式という問題もありまして、それにっ  

いていろいろ意見を述べたことがあるんですが、やはり社会保険の理念というのは、リスクに備え  

て事前に保険料を納めるという自助と、それからそういう要介護状態になったという人に対して、  

要介護にならなかった人が助けようという自助と連帯の理念がある。   

それに対して社会保障方式というのは、基本的には国が困った人に対して支給するという理念を  

持っている。これも私の考えであり、ほかの社会保険学者の考えでもあるんですが、そういうこと  

が1つ言える。   

社会保険、税方式についてもいろんな論点があるんですが、先ほど言いましたように、税だと何  

に使われるかわからない。社会保険であると、例えば年金に使う、医療に使う、介護に使うという  

ことで、無駄に使われるおそれはない。それから、事前に保険料を納めた対価、見返りであるから、  

権利として受けられるとか、そういった論点があるんではないかと私は考えております。  

○京極座長 ありがとうございました。   

さっき大島委員がおっしやったことは、私は座長をやっておりますので、委員のメンバーは基本  

的には共通点があると思います。ただ、堀委員が指摘したように、それを税方式でやるのが望まし  

いのか、社会保険方式でやるのが望ましいのか、それらを組み合わせるのがいいのか、そこで若干  

の意見があると思うんです。また、組み合わせ方もどういう組み合わせがいいのかというのがある  

と思います。   

実際に、高齢者だって、医療保険と介護保険を組み合わせているわけですから、介護保険だけで  

何でもかんでも解決しているわけではなくて、あるいは自分が預貯金その他、私的な保険に入った  

りしているわけなので、介護保険がすべて賄うわけで鱒ないわけなので、その辺りのところは、こ  

れから詰めていかなければいけないし、今日、財政難ということを深刻に考えなければいけない時  
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期なので、貝塚委員が御指摘のように、ドイツなどは、ほとんど公費が入っておりません。労使折  

半です。しかも所得比例割合なので、日本の皆保険方式とは大分違いますね。1．7％所得から取っ  

ていますから、年間100万円の所得の人も1．7％だし、1，000万の人も1．7％だし、1億円の人  

も1．7 ％です。   

日本のように3，000円定額、今回は若干上がりましたけれども、仮に4，000 円としても、それ  

から上下50％ずつ若干の差を付けている、基本的には定額のスタイルですから随分違いがある。特  

に低所得の方なんかは、それをやられると非常に困るので、喜多委員なんかは、行政運営されてい  

て、お困りの点が多々あって、低い方から文句が出てくるということもあるわけですから、その辺  

の制度設計についてはいろいろあります。今度は、仮に意見が一致したとしても、相当細かな議論  

をしなければいけないということがあると思います。   

だから、今回は、細かなところに行く、ちょうど入口ぐらいのところまで有識者の方の御意見を  

伺うということなんですかね。余り細かくなってしまっても、税制の問題とか財政の問題になると、  

専門家の意見をたくさん聞かなければいけなくなります。   

どうぞ。  

○関委員 そこで、何を確認する必要があるかという点で、私が一番気になっておりますのは、今  

までの医療保険制度にしろ、年金保険制度にしろ、介護保険を介護にしたときの違いは、障害者で  

あるとか障害児については、多くの方は自分が障害者になるとか、自分の子どもが障害児になると  

いうリスクについて思うのが、多分年金や医療に比べて少ないのではないかと思っていて、そうい  

った自身としてリスクが少ないと考えることについては、これまでそういったものは税金でやって  

いった方がいいのではないかといった感覚を持っている方もいると思われます。   

その点、やはり保険として、そういった障害者ですとか、障害児を支えていくことについて合意  

ができるのかどうかというところを確認する必要があるかなと思っております。   

加えて、今回の案でも保険でやる部分と、プラス違う部分については横出しとか、上乗せで税金  

でやることにはなっているわけなので、そういう面で、保険としてはこういった点は障害者や障害  

児についてもー緒にやった方がメリットがある。でも、高齢者と障害者では異なる点がある、それ  

は税金でやった方がいいという点はこういう点があって、それは上乗せ、積出しで考えているとい  

ったところをもう少し明確にした形で論点として提起すると、それについて合意ができるところが  

わかりやすいのかなと思いました。  

○京極座長 まさに、有識者会議の議論の一番の焦点は、税か社会保険かという部分でございます  

ので、実は一番最初のころの資料で少し整理させていただいていますけれども、もう一度皆さんの  

御意見も踏まえた上で、その論点に絞った資料を、次回にもう一度、これまでの議論とは別に、  

つの経緯とか、いろんな考え方については少し整理させていただいて出させ七いただきたいと考え  

ております。   

ほかにございますか。   

花井委員どうぞ。  

○花井委員 私は、先ほど大島委員がおっしやったことが目指す道だろうとずっと考えております。  
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この有識者会議の表題というのは、介護保険制度におけるものだったと思うんですが、被保険者の  

となっているかと思うんですが、それで見ると、あくまでも介護保険制度の在り方としてどうなの  

かということが、まず問われなければならないんだろうと思？ております。   

そこの観点からいいますと、40歳以上から保険料を払っていて、なぜ給付が16年しか限られな  

いのか、その時かの理由で受けられないとか、それが本当に社会保険制度なのかということを私は  

一番問いたいと思います。   

今の介護保険制度は、本当に社会保険制度の在り方としてそうなのか。それから、やはり給付と  

負担というのは一致していなければいけないというのが社会保険制度であるとすれば、まず、そこ  

を目指すべきだろうと考えております。   

それから、65歳で区切る合理的な理由というのは全く理解できない。ただ、当時急がなければい  

けないということで、選択した状況としては理解できますが、それが未来永劫あるものではない。  

64歳と何が違うのかといつも思いますが、それは何歳で区切っても出てくる問題だろうと考えてお  

ります。   

ですから、年齢ですとか、障害者の種別でサービスの在り方を変えていくということについては、  

やはり普遍化を目指して書いていくべきことだろうということで、この有識者会議が開か れている  

んだと考えております。   

ですから、あくまでも介護保険が社会保険制度としてどうあるべきかということが、まず柱で、  

ただ、当然片方に若年障害者の就労支援をどうするかという大きな問題がありますので、財源の話  

として出てくるのは当然のことですが、まず、介護保険制度としてどうなのかということを第一義  

の課題としていただきたいと、私自身はそういうふうに考えているということです。   

それから、これとは関係ないんですが、先ほど出していただきました資料で、やはり高浜とか、  

ワンストップサービスの在り方というのは、利用する立場からすると、ものすごくありがたいこと  

で、行政の窓口に行ったときに、全部の階を回らなければいけないということを考えれば、非常に  

すばらしい取組みだと思いますので、このようないい例は是非ともさまざまな形でこういう場に出  

していただけたらということをお願いしておきたいと思います。   

以上です。  

○京極座長 ほかにどうでしょうか。   

喜多委員どうぞ。  

○喜多委員 先ほど大島委員がおっしやったんですが、総論的なところでみんなが一致できる方向  

で一つひとつ階段を上っていかなければ改革はできないと思います。その中で一番欠かすことがで  

きないのは、堀委員がおっしやった財政問題だと思います。   

いつも議論のときに私は思うんですが、なぜお金が足りないか、それはどうなってきて足りなく  

なったのか、それをどうしたいかというのは、事務局からはその話が出てこない。恐らく、それは  

財務省が国家予算を付けるんだから、厚労省の中ではそんなことを議論しても始まらないと思って  

おられると思うんですが、やはり制度としてやる限りは、それを支える財源の基はどうするんだと  

いう議論もー緒に討論の中で方向づけをしない限り、みんなが考える方向には進まないと思います。  
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先ほど花井委員がおっしやった、40歳、いわゆる2号保険者に．16の項目しかしていないのはお  

かしいじやないかと、私もそう思います。私は介護保険制度創立のときから1枚の保険証で全部や  

れるようにしたらいいじやないですかと、つまり普遍化を最初から言っておったわけです。しかし、  

それは膨大なお金がかかるということから、今の現状に落ち着いたものと思います。走りながら考  

えることはいいと思います。40歳の16項目をそれぞれ増やしていって、より普遍化をするのはい  

いと思いますが、なぜ障害者という言葉が出てくるのか、私はそれを疑問に思うわけです。その中  

で介護を要するものは介護をすればいいわけです。65歳以上の人を要介護者の中で障害者というの  

を別に分けているわけではありません。みんな同じ項目でやっているわけです。   

その辺の凹凸のあるところを全部ならさずに行ってしまうところに、私は無理があるんではない  

かと思います。だから、その辺のことをよくよく考えて、これから出していただく資料にしても、  

やはり公平性が保てる、そして本当に追及していく社会福祉とは何かという論点に立った考え方な  

り、資料をお出ししていただいて、そして議論を進めていきたいと思っています。  

○京極座長 ありがとうございました。障害者イコール要介護者ではないので、要介護者ではない  

障害者はたくさんいらっしやいますし、働いている方もいらっしやいますし、そこは障害者で介護  

サービスを必要とする者というのと、必要ではない介護障害者もいらっしやるので、障害者だから  

自動的に何でも介護サービスで保険を使ってしまうということは乱脈といいますか、よくないこと  

なので、介護保険の理念にも反すると思いますので、そこは貴重な御指摘だと思います。  

○堀委員 補足しておきたいんですが、私、研究者としては、社会保険方式として社会保障で分け  

ています。これは保障方式も問題であって、必ずしも財源の問題ではないと理解しています。基本  

的には、社会保険は保険料が中心で、社会保障方式は税が中心ということなんですが、社会保険に  

対しても税が財源となるようにということですね。   

社会保険方式のメリットと、税、保険料のメリットと分けて考える必要があると思うんですが、  

私は社会保険方式という方式にいろんなメリットがあると考えております。済みません、蛇足です。  

○京極座長 それでは、早いというのは珍しいんですけれども－、いつもは時間が足りなくなるんで  

すが、夏でもありますので、今日は15分早目に終わりますが、よろしゆうございますか。   

それでは、あと事務局からお願いします。  

○山崎総務課長 次回でございますが、先ほど御指摘のあった資料も少し添えさせていただきます  

とともに、次回以降、最初の予定で申し上げましたが、関係者からのヒアリングを行っていこうと  

いうこともございました。   

したがいまして、どういう方からのヒアリングができるか、またこれは座長とも御相談しながら  

詰めてまいりたいと思います。   

次回の日程につきましては、また追って御連絡させていただきたいと思います。  

○京極座長 それでは、本日の会議はこれで終了させていただきます。どうもありがとうございま   

した。  
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